
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
等
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

二
八
四

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件

二
八
四

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
件

二
八
五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
八
五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
八
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

二
八
五

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件

二
八
六

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件

二
八
六

○
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
定
め
た
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

二
八
六

公

告

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

二
八
七

○
地
域
森
林
計
画
の
案
を
定
め
た
件

二
八
九

○
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
を
定
め
た
件
三
件

二
八
九

○
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
件
二
件

二
八
九

規

則

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
等
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
三
十
二
号

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
等
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

（
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
の
施
行
期
日
）

第
一
条

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
（
平
成
三
十
年
福
島
県
条
例
第
六
十
三
号
。
た
だ

し
、
第
三
条
第
一
項
第
五
号
、
第
七
号
、
第
十
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
限
る
。
）
の
施
行

期
日
は
、
令
和
元
年
十
月
二
十
五
日
と
す
る
。

（
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
）

第
二
条

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
福
島
県

条
例
第
九
十
号
。
た
だ
し
、
第
九
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
に
限
る
。
）
の
施
行
期
日
は
、
令

和
元
年
十
月
二
十
五
日
と
す
る
。

（
産
業
創
出
課
ロ
ボ
ッ
ト
産
業
推
進
室
）

告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居

宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防

支
援
計
画
の
作
成
又
は
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
元
年
十
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

ヘ
ル
パ
ー
ス

会
津
若
松
市

合
同
会
社

会
津
若
松
市
居
合

平
成
三
一
年

訪
問
介
護

テ
ー
シ
ョ
ン

滝
沢
町
一
―

Ｗ
ｅ
ｌ
ｆ
ａ

町
七
―
二
三

四
月
一
日

暖
ら
ん

一
六

ｒ
ｅ

Ｒ
ｅ

ｖ
ｏ
ｌ
ｕ
ｔ

ｉ
ｏ
ｎ

つ
る
が
指
定

会
津
若
松
市

一
般
財
団
法

会
津
若
松
市
鶴
賀

同

居
宅
介
護

居
宅
介
護
支

一
箕
町
大
字

人

温
知
会

町
一
―
一

日

支
援

援
事
業
所

鶴
賀
字
船
ヶ

森
東
五
三

五
―
一

特
別
養
護
老

喜
多
方
市
山

社
会
福
祉
法

喜
多
方
市
松
山
町

令
和
元
年
六

地
域
密
着

人
ホ
ー
ム
ハ
ッ

都
町
相
川
字

人

天
心
会

村
松
字
北
原
三
六

月
四
日

型
介
護
老

───────────────────────────────────────────────────────────
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ピ
ー
ラ
ン
ド

鶴
巻
田
甲
九

五
六
―
一
一

人
福
祉
施

あ
い
か
わ

七
八
―
四

設
入
所
者

生
活
介
護

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
の
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
十
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事

業

所

の

所

在

地

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の
名
称

名

称

事
務
所
の
所
在
地

変

更

前

変

更

後

訪
問
看
護
な
な
い

会
津
若
松
市
東
千

会
津
若
松
市
東
千

会
津
医
療

会
津
若
松
市
東
千

ろ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

石
一
―
二
―
一
三

石
一
―
二
―
一
七

生
活
協
同

石
一
―
二
―
一
三

組
合

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
指
定
介
護
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
十
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

廃
止
年
月
日

名

称

所
在
地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

株
式
会
社

西
白
河
郡

佐
藤

清

西
白
河
郡
西
郷
村

令
和
元
年
一
〇
月
三

居
宅
介
護

西
郷
村
あ

西
郷
村
小

勝

小
田
倉
字
狼
山
合

一
日

支
援

い
居
宅
介

田
倉
字
狼

一
一

護
支
援
事

山
合
一
一

業
所

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
指
定
介
護
機
関
の
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
十
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

休
止
年
月
日

名

称

所
在
地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

健
康
倶
楽

会
津
若
松

医
療
法
人

大
沼
郡
会
津
美
里

平
成
三
一
年
四
月
一

訪
問
型

部
あ
い
づ

市
門
田
町

社
団

平

町
萩
窪
字
上
野
一

日

サ
ー
ビ
ス

ヘ
ル
パ
ー

飯
寺
字
村

成
会

八
五

（
み
な
し
）

ス
テ
ー
シ
ョ

東
三
〇

ン
「
鶴
成

五
―
二

館
」

つ
る
が
指

会
津
若
松

一
般
財
団

会
津
若
松
市
鶴
賀

令
和
元
年
六
月
一
日

居
宅
介
護

定
居
宅
介

市
一
箕
町

法
人

温

町
一
―
一

支
援

護
支
援
事

大
字
鶴
賀

知
会

業
所

船
ヶ
森
東

五
三
五
―

一

デ
イ
サ
ー

会
津
若
松

一
般
財
団

会
津
若
松
市
鶴
賀

同

年
五
月
三
一

地
域
密
着

ビ
ス
セ
ン

市
城
南
町

法
人

温

町
一
―
一

日

型
通
所
介

タ
ー
城
南

三
―
四
一

知
会

護
（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

───────────────────────────────────────────────────────────
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
法
附
則
第
五
条
第
一
項

の
変
更
の
届
出
に
係
り
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
元
年
十

月
十
八
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
八
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
南
相
馬
市
経
済
部
商
工
労
政

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ニ
ト
リ
南
相
馬
店

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
北
原
字
境
堀
七
六
番
地
一
ほ
か
十
四
筆

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
南
相
馬
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
鹿
島
町

土
地
改
良
区
か
ら
令
和
元
年
九
月
十
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
年
十
月
九

日
認
可
し
た
。

令
和
元
年
十
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
駒
形

第
二
地
区
に
係
る
県
営
農
業
競
争
力
強
化
農
地
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
を
行
う
た
め
の
土
地
改

良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
（
二
十
一
日
間
）

同

年
十
一
月
十
一
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

喜
多
方
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
定
め
た
件
（
令
和
元
年
福
島
県
告
示
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
十
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

表
会
津
若
松
市
の
項
中
「
徒
之
町
」
を
「
徒
之
町

徒
之
町
第
二
」
に
改
め
る
。

（
農
村
計
画
課
）

公

告
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公 告 第 １ ２ ０ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 環 境 創 造 セ ン タ ー 電 気 供

給 業 務 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定
役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則
（ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 274条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に
よ り 公 告 す る 。

令 和 元 年 10月 18日
福 島 県 環 境 創 造 セ ン タ ー 所 長 角 山 茂 章

１ 入 札 に 付 す る 事 項
⑴ 調 達 を す る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量 福 島 県 環 境 創 造 セ ン タ ー 電 気 供 給 業 務 一
式

⑵ 調 達 を す る 特 定 役 務 の 仕 様 等 仕 様 書 に よ る 。
⑶ 供 給 期 間 令 和 ２ 年 ３ 月 １ 日 か ら 令 和 ３ 年 ２ 月 28日 ま で
⑷ 供 給 場 所 福 島 県 環 境 創 造 セ ン タ ー （ 福 島 県 田 村 郡 三 春 町 字 深 作 10番 ２ 号 ）

２ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。
⑴ 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該
当 し な い 者 で あ る こ と 。

⑵ ３ に 掲 げ る 日 か ら 開 札 の 日 ま で の 間 に 福 島 県 か ら 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 又 は 指 名
停 止 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。

⑶ 会 社 更 生 法 （ 平 成 14年 法 律 第 154号 ） の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い
る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 11年 法 律 第 225号 ） の 規
定 に よ る 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 に あ っ
て は 、 当 該 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 後 に 、 こ の 入 札 に 参 加 す る こ と に 支 障 が な い と
認 め ら れ る 者 で あ る こ と 。

⑷ 電 気 事 業 法 （ 昭 和 39年 法 律 第 170号 ） 第 ２ 条 の ２ の 規 定 に よ り 小 売 電 力 事 業 者 と し
て 登 録 を 受 け て い る 者 で あ り 、 か つ 、 供 給 開 始 日 か ら 確 実 に 安 定 し た 供 給 が で き る
者 で あ る こ と 。

３ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 、 ２ の ⑷ に

掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 令 和 元 年 11月 12日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 15
分 ま で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認 を 受 け
る こ と 。
郵 便 番 号 963-7700 福 島 県 田 村 郡 三 春 町 字 深 作 10番 ２ 号
福 島 県 環 境 創 造 セ ン タ ー 総 務 企 画 部 総 務 課
電 話 0247 - 6 1 - 6 111
な お 、 郵 送 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 令和元年 11月 12

日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 15分 ま で 必 着 と す る 。
４ 契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間

３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 、 令 和 元 年 10月 18日 （ 金 ） か ら 同 年 11月 28日 （ 木 ） ま で （ 土
曜 日 、 日 曜 日 、 同 年 10月 22日 及 び 同 年 11月 ４ 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30分 か ら 午 後 ５
時 15分 ま で

５ 入 札 説 明 書 等 の 配 布
次 に よ り 、 入 札 説 明 書 、 仕 様 書 、 申 請 書 等 を 配 布 す る 。

⑴ 配 布 期 間 ４ に 掲 げ る 期 間 に 同 じ 。
⑵ 配 布 場 所 ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。
⑶ そ の 他 郵 送 に よ る 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大 き さ の 用
紙 50枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 所 定 の 料 金 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返 信 用 封 筒
を 同 封 の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 令 和 元 年 11月 １ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 15分 ま で に 必 着
で 請 求 す る こ と 。

６ 入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 等
⑴ 日 時 令 和 元 年 11月 29日 （ 金 ） 午 前 10時 30分
⑵ 場 所 福 島 県 環 境 創 造 セ ン タ ー （ 福 島 県 田 村 郡 三 春 町 字 深 作 10番 ２ 号 ）
⑶ そ の 他 郵 便 に よ り 入 札 を す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 令 和 元 年
11月 28日 （ 木 ） 午 後 ５ 時 15分 ま で に ３ に 掲 げ る 場 所 に 必 着 と す る 。

７ 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金
⑴ 入 札 保 証 金 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保

───────────────────────────────────────────────────────────
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 249条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に
該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

⑵ 契 約 保 証 金 落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

８ 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 環 境 創 造 セ ン タ ー 所 長 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ
ば な ら な い 。

９ 入 札 の 無 効
２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示

す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。
10 そ の 他
⑴ 契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨
⑵ 入 札 方 法 入 札 金 額 は 、 各 入 札 者 に お い て 設 定 す る 契 約 電 力 に 対 す る 単 価 （ kW単
価 （ 小 数 点 以 下 を 含 む こ と が で き る 。 ） 。 同 一 月 に お い て は 単 一 の も の と す る 。 ）
及 び 使 用 電 力 量 に 対 す る 単 価 （ kWh単 価 （ 小 数 点 以 下 を 含 む こ と が で き る 。 ） 。 同 一
月 に お い て は 単 一 の も の と す る 。 ） を 根 拠 と し 、 県 が 提 示 す る 契 約 電 力 及 び 予 定 使
用 電 力 量 の 対 価 を 入 札 金 額 と す る こ と 。 な お 、 落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に
記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分 の 10に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １
円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ） を も っ て 落
札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る
か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 110分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載
す る こ と 。

⑶ 落 札 者 の 決 定 方 法 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を
行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。

⑷ 契 約 書 作 成 の 要 否 要
⑸ そ の 他 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。

11 Summary
⑴ N a t u r e a n d q u a n t i t y o f t h e s e r v i c e s t o b e r e q u i r e d : E l e c t r i c i t y S u p p l y
f o r u s e a t F u k u s h i m a P r e f e c t u r a l C e n t r e f o r E n v i r o n m e n t a l C r e a t i o n 1 s e t

⑵ T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y h a n d ) : 1 0 : 3 0 a . m . , 2 9 N o v em b e r 2 0 1 9
⑶ T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y m a i l ) : 5 : 1 5 p . m . , 2 8 N o v em b e r 2 0 1 9
⑷ Con t a c t p o i n t f o r t h e n o t i c e : Fuku s h ima Pre f e c t u r a l Cen t r e f o r Env i r o nmen t a l
Crea t i on , 10-2 Fukasaku , Miharu Town , Tamura County , Fukush ima 963-7700 Japan
TEL 0247-61-6111

（ 環 境 共 生 課 ）
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公
告
第
百
二
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
阿
武
隈
川
森

林
計
画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
た
て
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
そ
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
元
年
十
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅
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一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

阿
武
隈
川
地
域
森
林
計
画
書
案

二

縦
覧
の
期
間

令
和
元
年
十
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
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業
総
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森
林
計
画
課
、
福
島
県
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農
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事
務
所
森
林
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業
部
、
福

島
県
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事
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林
林
業
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島
県
県
南
農
林
事
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所
森
林
林
業
部

（
森
林
計
画
課
）

公
告
第
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十
二
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林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
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二
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十
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五
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、
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計
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係
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予
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を
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（
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間

令
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か
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年
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ま
で

三

縦
覧
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福
島
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農
林
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産
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林
林
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総
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林
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課
、
福
島
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林
業
部
及
び

福
島
県
南
会
津
農
林
事
務
所
森
林
林
業
部

（
森
林
計
画
課
）

公
告
第
百
二
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
磐
城
森
林
計

画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
そ
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

磐
城
地
域
森
林
計
画
書
変
更
案

二

縦
覧
の
期
間

令
和
元
年
十
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
計
画
課
、
福
島
県
相
双
農
林
事
務
所
森
林
林
業
部
、
福

島
県
相
双
農
林
事
務
所
富
岡
林
業
指
導
所
及
び
福
島
県
い
わ
き
農
林
事
務
所
森
林
林
業
部

（
森
林
計
画
課
）

公
告
第
百
二
十
五
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
滝
根
川
に

係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水

し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
浸
水
の
継
続
時
間
並
び
に
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
四

十
四
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
計
画
降
雨
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定

さ
れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
。

こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事

務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
河
川
整
備
課
）

公
告
第
百
二
十
六
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
泉
川
に
係

る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
し

た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
浸
水
の
継
続
時
間
並
び
に
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
四
十

四
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
計
画
降
雨
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ

れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
。

こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事

務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
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元
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